
 

 

 

           

 

 
新型コロナワクチンの追加接種（３回目）について 

 

 新型コロナワクチンの追加接種（3回目接種）の実施についての方針が国から示されました。 

本市としても、国の方針に基づき実施してまいります。 

国の追加接種方針（今後の検討状況によって変更の可能性があります） 

対  象  者 2回目接種を終了した人のうち、原則 8か月以上経過した 18歳以上の方 

接 種 回 数 1回 

使用するワクチン 

 1回目、2回目に用いたワクチンの種類にかかわらず、mRNAワクチン（ファイザ

ー社製又はモデルナ社製ワクチン）を用いることが適当とされています。 

 当面は、薬事承認されているファイザー社製ワクチンを使用することとなります

が、追加接種にモデルナ社製ワクチンを使用することに関しては、薬事審査の結

果を待って議論されることとなる予定です。 

 

（１）接種券の発送 

  追加接種については、年齢や基礎疾患等による優先接種区分はなく、2回目接種時期を基に追加接種

の接種券を発送する予定です。 

追加接種の時期 R3年 12月 R4年 1月 

2 回 目 接 種 月 R3年 3・４月 R3年５月 

対 象 者 
主に医療従事者 

約 4,200人 

医療従事者・高齢者等 

約 15,000人 

接 種 券 発 送 日 R3.11.18（木） R3.１２月下旬予定 

接 種 体 制 － 
地域の接種協力医療機関 

約２３０機関 

（２）ワクチンの供給（予定）と接種について 

令和 3年 11月 24日（水） 
本市配分 ２０．２箱（23,616回分） 

※ファイザー社製 R３．12月～R4.1月接種分 

※医療従事者の市外在住者接種分 約 4,000人分を含む 

  ※集団接種、職域接種等については、国の方針を踏まえ、今後検討、決定します。 

  ※12月については、約４０の医療機関（市 HPやコロナワクチンナビ参照）で、1回目、2回目の接種を引き

続き行います。1月以降は住民接種の開始とともに、約 230の協力医療機関で接種することができます。 

（３）追加接種等に必要な予算 

 令和 3年 12月定例市議会に補正予算 354,747千円と債務負担行為 135,825千円を計上して

います。 
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